
おもな内容

ガ
ス
料
金
。
②
小
麦
の
値
上
が

り
で
、
パ
ン
、
メ
ン
な
ど
。

▼
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

に
よ
る
直
接
の
影
響
が
こ
ん
な

と
こ
ろ
に
表
れ
て
き
た
。
ガ
ソ

リ
ン
の
値
上
が
り
も
激
し
い
。

我
が
国
の
生
活
基
盤
の
脆
弱
性

が
顕
著
に
表
れ
た
。
電
車
の
運

賃
の
値
上
げ
も
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
今
後
も
引
き
続
き
、
生
活

が
困
窮
す
る
の
が
明
ら
か
だ
。

【
値
下
が
り
し
た
も
の
】

▼
①
年
金
。
五
千
円
の
給
付
案

が
報
じ
ら
れ
た
が
、
す
ぐ
に
撤

回
さ
れ
た
。
誰
が
見
て
も
変
な

政
策
だ
。

▼
②
診
療
報
酬
。
外
来
感
染
対

策
向
上
加
算
等
の
加
算
が
新
設

さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
診
療
・

検
査
医
療
機
関
で
な
い
と
算
定

で
き
な
い
。
施
設
基
準
の
厳
し

さ
か
ら
、
一
般
の
小
規
模
の
診

療
所
で
は
、
施
設
基
準
が
ク
リ

ア
で
き
な
い
の
で
何
の
関
係
も

な
い
。
初
診
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
も
解
禁
さ
れ
た
が
、
全

て
が
医
師
の
責
任
と
な
る
の

で
、
怖
く
て
で
き
な
い
。

▼
結
局
、
薬
価
が
下
が
っ
た
分

だ
け
、
診
療
報
酬
は
引
き
下
げ

に
な
っ
た
。
外
来
後
発
医
薬
品

使
用
体
制
加
算
も
後
発
医
薬
品

の
供
給
が
滞
り
、
医
療
機
関
が

困
っ
て
い
る
状
況
な
の
に
、
後

発
品
の
使
用
割
合
の
引
き
上
げ

が
な
さ
れ
た
。

▼
診
療
所
の
差
別
化
を
す
す

め
、
対
応
で
き
な
い
診
療
所
は

や
め
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が

す
る
。
今
後
も
、
施
設
基
準
に

よ
る
締
め
付
け
、
差
別
化
の
方

向
性
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
ん
な
改
定
い
ら
な
い
。�（
光
）

【
値
上
が
り

す
る
も
の
】

▼

①

光

熱

費
。

電

気
、
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２
０
２
２
年
の
診
療
報
酬
改
定
で
、
一
定
期
間
内
に
処
方
箋
を
反
復
使
用
で
き
る
「
リ
フ
ィ

ル
処
方
」
の
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」
の
導
入
に
あ
た
っ
て

は
、
健
康
状
態
の
観
察
が
難
し
く
な
る
点
な
ど
懸
念
の
声
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
大

阪
府
保
険
医
協
会
は
会
員
意
見
調
査
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
３
月
16
日
か
ら
３
月
28
日
ま
で
の

間
に
３
５
６
件
か
ら
回
答
が
あ
り
ま
し
た
の
で
結
果
を
紹
介
し
ま
す
。

　
今
回
の
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」

に
関
す
る
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト

で
、
導
入
の
賛
否
に
つ
い
て
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
「
反
対
」
が
２

６
４
件
（
74
％
）
と
最
も
多
く

な
り
ま
し
た
。
「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
反
対
」
と
答
え
た
65
件

（
18
％
）
の
結
果
も
合
わ
せ
る

と
、
回
答
医
療
機
関
の
９
割
以

　
２
番
目
に
多
か
っ
た
の
が

「
リ
フ
ィ
ル
で
な
く
と
も
『
長

期
処
方
』
で
十
分
」
２
１
３
件

（
60
％
）
と
い
う
回
答
で
す
。

す
で
に
「
長
期
処
方
」
と
い
う

選
択
肢
も
あ
る
中
で
、
あ
え
て

「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」
を
導
入
す

る
必
要
性
が
あ
る
の
か
、
疑
問

が
投
げ
か
け
ら
れ
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
自
由
意
見
欄
に
は

長
期
処
方
を
推
奨
す
る
意
見
は

ほ
と
ん
ど
寄
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
逆
に
「
最
低
で
も
月
に

１
度
の
受
診
は
必
要
」
と
い
う

回
答
が
１
４
２
件
（
40
％
）
と

半
数
近
く
に
上
り
ま
し
た
。

図２　問「リフィル」について先生のお考えに近い内容について

教えてください　※複数回答可

図１　「リフィル」の賛否について

上
が
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」
導
入

に
は
「
反
対
」
と
い
う
結
果
と

な
り
ま
し
た
（
図
１
）。

な

お
、
賛
成
の
意
見
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
次
に
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」
に

つ
い
て
、
先
生
の
考
え
に
近
い

項
目
に
つ
い
て
、
複
数
回
答
可

で
尋
ね
ま
し
た
（
図
２
）
。

　
最
も
多
か
っ
た
の
が
「
リ
フ

ィ
ル
で
は
健
康
状
態
の
観
察
等

が
困
難
」
で
、
２
６
２
件
（
74

　
３
番
目
に
多
か
っ
た
の
が

「
適
切
な
処
方
箋
管
理
を
患
者

が
で
き
る
か
疑
問
」
１
７
４
件

（
49
％
）
で
す
。
自
由
意
見
欄

に
は
「
現
状
で
も
処
方
箋
の
紛

失
や
期
限
切
れ
に
な
る
患
者
が

い
る
。
十
分
な
管
理
が
で
き
る

の
か
疑
問
」
な
ど
疑
問
を
呈
す

る
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
処
方
箋
に
つ
い
て
も

「
改
ざ
ん
が
容
易
な
ど
処
方
箋

書
式
に
不
安
あ
り
」
が
１
０
５

件
（
29
％
）
も
寄
せ
ら
れ
て
お

り
、
書
式
そ
の
も
の
に
関
し
て

も
不
安
を
訴
え
る
声
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

�

　
【
３
面
に
続
く
】

リフィルでは健康状態
の観察等が困難

薬剤師に医学管理をさ
せるのはおかしい

改ざんが容易など処方
箋書式に不安あり

262

213

174

152

142

122

105

70

44

33

31

14

８

６

６

リフィルでなくとも
「長期処方」で十分

医薬連携が不十分な現
状では時期尚早

適切な処方箋管理を患
者ができるか疑問

リフィル処方に適した
患者がいない

減収につながるため導
入には消極的

患者にとっては利便性
がある

最低でも月に１回の受
診は必要

症状が安定していれば
特に問題ない

他院の状況次第で導入
を検討

外来の混雑緩和に繋が
るため導入を検討

薬剤師が介入するため、
長期処方に比べればリ
フィルに安心感がある

国の医療費削減に資す
るため導入を検討

「反対」

74％

どちらかといえば

「反対」18％

どちらでもない　５％

「賛成」

１％

どちらかといえば「賛成」２％

「
リ
フ
ィ
ル
」
で
は

健
康
管
理
が
困
難

長
期
処
方
の
選
択
肢
も

あ
る
中
で
導
入
に
疑
問

適
切
な
処
方
箋
管
理
が

行
わ
れ
る
か
不
安
の
声

「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」
９
割
超
が
導
入
反
対

「
何
の
た
め
の
導
入
か
」矛
盾
等
が
協
会
調
査
で
明
ら
か
に

％
）
の
医
療
機
関
が
当
て
は
ま

る
と
回
答
し
ま
し
た
。

　
自
由
意
見
欄
に
は
「
薬
の
効

果
チ
ェ
ッ
ク
、
副
作
用
チ
ェ
ッ

ク
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
あ

り
」
「
通
院
し
て
い
る
患
者
で

も
、
間
隔
を
あ
け
る
と
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
不
良
に
な
る
例
が
か
な

り
あ
り
、
月
１
回
の
通
院
加
療

は
必
要
」
な
ど
、
リ
フ
ィ
ル
に

よ
る
健
康
管
理
の
困
難
さ
と
、

定
期
受
診
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ウクライナ支援
募金にご協力を

　大阪府保険医協会では、ウクラ
イナ支援募金に取り組みます。ご
協力いただきました募金は全額、
UNHCR（国連難民高等弁務官事
務所）等を通じてウクライナの人々
への支援に充てます。

【郵便振替】

口座番号：00930-0-303263

加入者名：大阪府保険医協会

※�通信欄に「ウクライナ募金」と明記

してください。また、手数料はご負

担願います。

※�本募金は税務上の寄付金等の控除

対象とはなりません。

お問合せは璵 06-6568-7721

大阪府保険医協会担当足立、高田まで

　本図のように「リフィルでは
健康状態の観察等が困難」とい

う声が最も多く寄せられる結果
となった。次いで「リフィルで

無くとも『長期処方』で十分」
という回答が多くなるなど、制
度そのものの必要性に疑問の声

が寄せられた。また、自由意見
欄には、無診察処方を禁じた医
師法との関係性を指摘する声が

多数出された。（自由意見欄の
抜粋は３面に掲載）

　リフィル処方の導入に伴い、処

方箋（様式第二号）の様式が変更

されました。リフィル処方を行わ

ない場合であっても、発行後に新

様式の「リフィル可」欄に「✓」

点を記入することが可能であるた

め、厚労省に疑義照会をしたとこ

ろ、「診療報酬請求書等の記載要

領等について」には定められてい

ませんが、「リフィル可」欄に取

消し線を引く等の対応を行っても

よいと口頭回答がありましたので

ご参考にしてください。

※�リフィル処方を行わない場合は、以下

の例のように、新様式の「リフィル可」

欄に取消し線を引く等の対応も可能

粼 粼 粼 【拡大�】

リフィル処方を行わない場合は処方箋の

「リフィル可」欄に取消し線等の対応可能

❷
透
視

心
に
留
め
た
い「
手
当
の
心
」

❷
研
究

新
点
数
拾
い
読
み
④

❺
案
内

「
新
点
数
Ｑ
＆
Ａ
・
レ
セ
記
載
」説
明
会
案
内

❻
連
載

今
こ
そ
読
も
う
・
知
ろ
う
！ 

憲
法
！
⑧

❽
連
載

お
お
さ
か
昆
虫
探
検
₂
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の
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
問
題

が
あ
る
」
「
薬
局
に
病
名
・
病

状
を
伝
え
ず
に
適
切
な
指
導
が

で
き
る
と
は
思
え
な
い
」
「
薬

剤
師
に
本
来
の
役
割
以
外
に
負

担
を
強
い
る
も
の
で
、
ト
ラ
ブ

ル
を
生
み
ま
す
」
な
ど
の
意
見

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

「
無
診
察
処
方
禁
止
」
リ
フ
ィ
ル
に
矛
盾
の
声

「
無
診
察
処
方
禁
止
」
リ
フ
ィ
ル
に
矛
盾
の
声

医
師
の
診
察
を
軽
ん
じ
る
国
の
政
策
に
憤
る
意
見
多
数

　
「
リ
フ
ィ
ル
処
方
」
は
医
師

及
び
薬
剤
師
の
適
切
な
連
携
の

下
で
運
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
今
回
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
「
薬
剤
師
が
介
入
す
る
た

め
長
期
処
方
に
比
べ
れ
ば
安
心

感
が
あ
る
」
と
答
え
た
の
は
僅

か
６
件
（
２
％
）
程
度
に
留
ま

り
ま
し
た
。
逆
に
「
薬
剤
師
に

医
学
管
理
を
さ
せ
る
の
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
」
が
１
２

２
件
（
34
％
）、「
医
薬
連
携
が

不
十
分
な
現
状
で
は
時
期
尚

早
」
が
70
件
（
20
％
）
と
多
く

な
り
ま
し
た
。

　
自
由
意
見
欄
に
は
「
医
師
の

管
理
下
に
な
い
処
方
に
つ
い
て

医
師
法

医
師
法
2020
条
に
矛
盾
す
る
よ
う
な

条
に
矛
盾
す
る
よ
う
な

「
リ
フ
ィ
ル
」
導
入
に
怒
り
の
声

「
リ
フ
ィ
ル
」
導
入
に
怒
り
の
声

　
そ
の
他
、
自
由
意
見
欄
に
多

く
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
リ
フ
ィ

ル
処
方
が
「
無
診
察
処
方
」
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意

見
で
す
。

　
「
無
診
察
処
方
を
禁
じ
て
い

た
の
に
手
の
ひ
ら
を
反
す
よ
う

な
リ
フ
ィ
ル
処
方
に
は
反
対
で

あ
る
」
「
医
師
の
診
察
が
軽
ん

じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
」

「
リ
フ
ィ
ル
は

『
無
診
察
投

薬
』
に
等
し
い
の
で
反
対
で

す
」
「
毎
回
診
察
し
な
い
と
薬

の
処
方
は
で
き
な
い
の
が
原
則

で
は
」
「
無
診
察
処
方
は
法
律

違
反
に
な
る
の
で
は
？

リ
フ

ィ
ル
処
方
を
許
可
す
る
前
に
法

律
改
正
が
必
要
な
よ
う
に
思
い

ま
す
」
な
ど
既
存
の
医
師
法
と

の
矛
盾
に
憤
り
の
声
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
「
減
収
に
つ
な
が
る

た
め
導
入
に
は
消
極
的
」
が
１

５
２
件
も
寄
せ
ら
れ
た
よ
う

に
、
医
療
機
関
の
経
営
面
を
危

惧
す
る
声
や
、
医
療
費
抑
制
あ

り
き
の
国
の
方
針
に
つ
い
て
怒

り
を
訴
え
る
意
見
も
出
さ
れ
ま

し
た
。

　　
以
上
の
よ
う
に
リ
フ
ィ
ル
処

方
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
健
康

確
保
の
面
、
処
方
箋
管
理
の

面
、
責
任
問
題
の
面
、
無
診
察

処
方
を
禁
じ
た
医
師
法
と
の
整

合
性
の
面
な
ど
多
く
の
問
題
点

を
指
摘
す
る
声
が
ア
ン
ケ
ー
ト

に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も
、
リ
フ
ィ
ル
処
方

箋
の
導
入
提
案
は
、
中
医
協
で

十
分
な
議
論
を
経
た
も
の
で
は

な
く
、
大
臣
折
衝
の
中
で
突
然

「
分
割
調
剤
と
は
異
な
る
形

で
」
検
討
す
る
旨
が
明
記
さ
れ

た
も
の
で
す
。
導
入
に
あ
た
っ

て
の
十
分
な
議
論
が
行
わ
れ
て

い
な
い
た
め
に
、
多
く
の
問
題

が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
導

入
は
時
期
尚
早
だ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
保
険
医
協
会
は
会
員
の
声
を

も
と
に
様
々
な
働
き
か
け
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。
引
き
続
き
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【医師法 第20条】

　医師は、自ら診察しないで治療をし、もしく

は診断書もしくは処方箋を交付し、自ら出産に

立ち会わないで出生証明書もしくは死産証書を

交付し、または自ら検案をしないで検案書を交

付してはならない。 ただし、診療中の患者が

受診後24時間以内に死亡した場合に交付する

死亡診断書については、この限りでない。

　「リフィル」アンケートの自由意見欄には、無診察

処方を禁じた上記の医師法との矛盾を指摘する意見が

多数寄せられた。

中
医
協
軽
視
の
導
入
が

招
い
た
数
々
の
問
題
点

１面からの続き

◎�リフィル処方に対しては絶対反対します。理由としては、健康状態の観察が
できないこと医薬連携が不十分です。

◎�通院している患者でも、間隔をあけるとコントロール不良になる例がかなり
あり、月１回程度の通院加療が必要。薬剤師には任せられないと考える。

◎�働き方改革とおっしゃる人もいるが、それなら長期処方で良いと思います。
まだオンライン診療の方がまし！！３カ月でそのまま来ない人もいるだろう
し、便利に使うだけになって医師と患者の関係も希薄になると思います。薬
は自動販売機で出すものではありません。

◎�患者様の健康を管理する点において見落とし（がん疾患等）の可能性が非常
に高くなる。

◎�処方箋はこの程度の期間、この程度の服用が必要であるとの医師の“診断”
であり、それをないがしろにするかのようなリフィルの対応は、患者―医師
の治療同盟を破壊するものでしかありません。こうした施策が治療を必要と
する人にとってどのようなメリットがあるのか、疑念が拭えません。

◎診療報酬の改定に結びつけられていて医師が馬鹿にされていると思う。

◎薬局に病名・病状を伝えずに適切な指導ができるとは思えない。

◎�慢性疾患のかかりつけは、症状の無い普段の状態も重要。症状が無くても悪
化する疾患も多い。リフィルというシステムには賛成できない。

◎�受診せずに病状悪化したら誰が責任を取るのか。コロナ禍で受診控えの患者
が重症になったケースがあった。

◎�米国と日本では保険診療の制度や抜本的な考えが異なるのに、制度をそのま
ま引用導入するのは無理があると思います。

◎�医療費削減のためには何でも有りという手法には反対します。本来の処方箋
の意味が失われてしまいます。

◎�元々月１回受診で成り立っている医療機関の中には経営困難になる医院もあ
ると思います。

◎�現状でも処方箋の紛失や期限切れになる患者様がおられます。十分な管理が
できるのか疑問です。

◎�基本的に診療無しの処方は間違っている。医学の基本は診察である。経済
面、利便性を追及した結果、副作用等で症状が悪化したら、国が責任を取ら
なければならない。大反対である。

◎�健康状態の観察などには少し不安がある。薬剤師とうまく連携が取れれば問
題が改善されるとも考えられる。

◎�患者さん自身、体調の異変があっても我慢してそのまま薬だけを希望される
恐れがある。検査など遅れが生じる。無駄なようですが、再来院して病医院
の玄関をまたぐべし。

アンケートに寄せられた声（一部抜粋）
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